
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットを通じて電子的に取引される、仮想通貨に関するトラブルが寄せられています。 

仮想通貨に関する詐欺的な投資話に注意！ 

先輩から、「仮想通貨で新規事業に投資すれば必ず儲かる」、

「人を紹介するとマージンが入る」などの話を聞いた。お金

がないと伝えると、消費者金融で借金するように言われた。 

 12 
December 

 

◆仮想通貨に関する詐欺的な投資話に注意！ 

 

 

 

月号 

 

 仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというもので

はありません。 

 「必ず値上がりする」などと勧誘されてもうのみにせず、リスクが十分に理解できなけれ

ば契約しないでください。 

 仮想通貨が詐欺的な投資話に利用される可能性もあります。投資の実態や内容に不安があ

る場合は取引をしないでください。 

 仮想通貨交換業の登録業者であるか、金融庁のウェブサイトで 

必ず確認しましょう。ただし、登録されていても取引には 

リスクが伴うことに注意してください。 

 少しでも不安を感じたら、すぐにお住まいの地域の 

消費生活相談窓口に相談してください。 

★アドバイス★ 
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©宮城県・旭プロダクション 

発行／宮城県消費生活センター 

 

みやぎの消費生活情報 
Information on Consumer Affairs of MIYAGI 

 

◆消費生活展を開催します！ 

 

 

 

◆消費者の皆様へ ～知事及び市町村長からのメッセージ～ 

 

 

◆ネット上の見知らぬ相手とのチケット取引はリスクが伴います 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事例２ 

SNS 上で、「コンサートチケットを譲る」という人とやり取りし、6 万円

を振り込んだが、当日 QR コードを提示したところ、重複チケットと分かり

入場できなかった。 

 

消費者の皆様へ 

事例１ 

アイドルグループのコンサートチケットを譲ってくれる人がいないか

SNS で探し、チケットが余っている人を見つけた。連絡して、チケット代金

1 万 3 千円を振り込んだが、その後連絡が取れなくなり、結局コンサートに

行けなかった。 

 

 

 インターネット上の見知らぬ相手からコンサート等のチケットを購入するのは大きなリス

クが伴います。また、転売されたチケットでは、公演会場に入れないケースもあります。 

 個人間での売買は、消費者を守る法律が適用されません。 

トラブルが起きたら自分で交渉しなくてはならない場合や、 

そもそも相手と連絡が取れなくなる場合もあるため注意が必要です。 

 代金を支払ったのにチケットが届かない等、お金をだまし取ることが 

目的であると疑われた場合は、最寄りの警察署に相談してください。 

★アドバイス★ 

 

ネット上の見知らぬ相手とのチケット取引はリスクが伴います 

 

知事及び市町村長からのメッセージ 

 

県民の皆様の安心・安全な消費生活を確保するため、県及び市町村では、今後も

引き続き、消費生活相談体制の充実や消費者被害の未然防止のための消費者教育・

啓発活動など、消費者行政の推進に取り組みます。 

 

宮城県知事 仙台市長  石巻市長  塩竈市長   気仙沼市長 白石市長 

名取市長  角田市長  多賀城市長 岩沼市長  登米市長  栗原市長 

東松島市長 大崎市長  富谷市長  蔵王町長  七ヶ宿町長 大河原町長 

村田町長  柴田町長  川崎町長  丸森町長  亘理町長  山元町長 

松島町長  七ヶ浜町長 利府町長  大和町長  大郷町長  大衡村長 

色麻町長  加美町長  涌谷町長  美里町長  女川町長  南三陸町長 

 

～ 困った時は、お近くの消費生活相談窓口へご相談ください ～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●問合せ・講座の申込み● 

消費生活・文化課までご連絡ください 

宮城県環境生活部消費生活・文化課 
（宮城県消費生活センター） 

仙台市青葉区本町３－８－１ 
TEL:０２２－２６１－５１６４ 

FAX：０２２－２１１－２９５９ 

主催：宮城県、宮城県金融広報委員会  後援：金融広報中央委員会 

参加 

無料 

電話勧誘やインターネットのトラブル、製品事故など･･･。私たちの身の回りでは、さまざまな

消費者トラブルが発生しています。トラブルに巻き込まれないためには、トラブル事例や正しい 

お金の知識を身に付けることが大切です。 

パネル展示やクイズラリー、講座に参加しながら、消費生活やお金の基礎知識が楽しく学べる 

４日間。ぜひ、足をお運びください！ 

定員：各講座３０名 ★事前予約制。定員に達し次第募集を締め切ります。 

「消費生活展」 

広めよう！消費生活とお金の知恵 

～自立する力を高めるために～ 

平成３０年１２月１８日（火）～２１日（金） 

１０時～１８時（最終日のみ１６時） 

会場：東北電力グリーンプラザ アクアホール 

 

☆消費者をねらう問題商法や金融知識、製品事故などのパネル展示 

☆クイズラリー 

景品（アニメむすび丸の消費生活センターオリジナルグッズなど） 

もあります♪ 

☆悪質商法や特殊詐欺被害防止のＤＶＤ上映 

☆消費生活相談員による出張消費生活相談コーナー（当日随時受付） 

宮城県消費生活センターの相談員が商品やサービスの契約などに

ついて相談にのります。 

☆くらしと金融に関する情報提供コーナー 

金融広報アドバイザーが暮らしやお金に関する疑問にお答えしま

す。※個別相談は不可。 

☆消費生活講座 参加者募集中（要予約） 

暮らしに役立つ情報満載！ 

タイトル 講師

１２月１９日（水）
１３：３０～１４：30

振り込め詐欺・悪質商法被害防止
マジックショー

防犯エンターテイメント集団「ＧＩＦＴ」代表

マジシャン／ファイナンシャルプランナー

ミスターＴＫ　氏

１２月１９日（水）
１５：００～１６：０0

失敗しない！高齢者向け住まいの選び方
～トラブル事例より～

公益社団法人全国有料老人ホーム協会
稲田　順一　氏

１２月２０日（木）
１３：３０～１４：30

シニアの食と健康　はじめよう！生涯現役人生
～身体にいいこと、心にいいこと～

みやぎ食育コーディネーター

栄養士・「薬」登録販売者

髙橋　薫子　氏

１２月２０日（木）
１５：００～１６：０0

セカンドライフと生命保険
～生命保険を上手に見直して、

豊かなセカンドライフを送りましょう！～

公益財団法人生命保険文化センター
生活情報室専任講師

松尾　英樹　氏

2
日
目

日時

3
日
目



 

本情報誌についてのお問合せは、宮城県消費生活・文化課相談啓発班まで（電話 022-211-2524） 

 

 

宮城県消費生活センターのホームページから、 

本情報誌のバックナンバーをご覧いただけます。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/miyaginojoho.html 


